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(平成29年11月20日教育委員会議定例会)職員の懲戒処分について

Ｎｏ

　被処分者は、次の体罰を行った。

　平成29年10月２日（月）午前11時55分頃、２年生の技術の木工製作の授業中に、その授業を受けてい

た生徒Ａに対して、授業態度を注意する際に感情的になり、当該生徒が持っていた木工材料（厚さ1.5

㎝×巾3.0㎝×長さ80㎝）を取り上げて、それにより当該生徒の左前腕部と背中左部を１回ずつ叩き、

軽傷を負わせた。
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